
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

北朝鮮が日本人の拉致をはじめて認め、謝罪した平成１４年の日朝首脳会

談以降、５人の拉致被害者とその家族の帰国は実現したものの、すべての拉

致被害者の方々の真相究明及び帰国の実現など、いまだ拉致問題の解決に向

けた具体的な道筋がついていない状況である。

これまで、北朝鮮は、我が国の主権ならびに日本国民の生命・安全に関わ

る拉致問題について、極めて不誠実な態度をとり続けてきた。平成２０年８

月には、日朝実務者協議における合意に基づき、一旦は北朝鮮が拉致被害者

に関する全面的な調査を行うこととなったが、北朝鮮からの一方的な通報に

より、合意事項が実施されない状況が続いている上、韓国哨戒艦沈没事件や

延坪島砲撃事件を引き起こすなど、国際社会に背を向けた強硬姿勢をとり続

けており、極めて憂慮すべき状況にある。

拉致事件の発生から３０年以上が経過し、拉致被害者並びに家族の方々の

置かれている状況を踏まえると、拉致問題の解決は一刻の猶予も許されない。

本県においては、拉致問題に対する県民の関心と認識を深めるため、これ

まで「北朝鮮による拉致被害者救出のための国民大集会ｉｎ和歌山」の開催

や啓発ポスターの掲出、チラシの配布等を行っているが、一日も早い救出を

実現するためには、国、地方及び国民が一体となって取り組むことが必要で

ある。

よって、国におかれては、政府認定・未認定にかかわらず北朝鮮によるす

べての拉致被害者の安否確認と早期帰国を実現するため、さらなる国際協調

を図るとともに、制裁措置と併せて二国間での対話も進めるなど、全力で取

り組むよう強く求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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